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【会議の概要】  

１．開会  

２．あいさつ  

３．会長及び副会長の選任  

４．報告事項  

 ○報告第１号  宍粟市学校規模適正化地区別協議会規則等について  

 ○報告第２号  一宮南中学校区における学校規模適正化に係る状況報告について  

 

５．協議事項  

 ○学校規模適正化の実施時期等について  

 

６．その他  

７．閉会  

 

 

１． 開会                        午後 7 時 30 分開会  

（司会・事務局）定刻となりましたので、ただいまから第 1 回学校規模適正化一

宮南地区協議会を開催します。協議会の議長は、協議会規則第 6 条第 3 項の規定

により会長があたることとなっていますが、会長が選任されるまでの間、事務局

において進行させていただきます。  

 

２．あいさつ・会議成立報告  

（司会）開会にあたりまして、教育長がごあいさつを申し上げます。  

（教育長）本日は第 1 回一宮南地区協議会にご出席いただきありがとうございます。

平成 21 年 10 月以降、懇談会等を多数開催させていただき、とりわけ複式学級の解消
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が急がれるということで学校規模適正化を推進しています。平成 24 年 4 月、千種小学

校、平成 26 年 4 月には山崎西小学校、そして本年平成 27 年 4 月には新生波賀小学校

を開校しました。そして、一宮北地区において協議会における協議を経て、平成 28

年 4 月には 一宮北小学校としてスタートすることが決まり、現在、校章デザインの

募集を行っているところです。一宮南地区では、地域の委員会における協議を経て、

平成 25 年 10 月には、校区内での説明がさらに必要という付帯意見がついたなかでは

ありますが、規模適正化についてその方向性を確認いただきました。27 年 1 月には一

宮南地区協議会開催のための調整会を開催いただき、年度変わりによる役員等のこと

もあり、この 4 月を第 1 回協議会開催日として決めていただき、本日を迎えておりま

す。 

 4 月からは主にその規模適正化の実施時期等を協議いただくことになるが、よろし

くお願いします。  

（司会）ここで会議成立の報告をいたします。協議会規則第 6 条第 2 項の規定により、 

会議は委員の半数以上の出席をもって成立することとなっています。本日の出席委員  

は 21 人中 20 人でございますので、定足数を満たしており、この会議が成立している  

ことをご報告いたします。  

 

３．会長及び副会長の選任  

（司会）会長及び 副会長の選任につ いて 協議会規則に より提案をいたし ま  

す。  

事務局一任の声を いただきましたの で、協議会規則第 5 条第 2 項の規定に

より、委員の互選 に より定める ことと なってい ます。いか が取扱いをさせて

いただきましょう か。  

≪委員より事務局 一任の声あり ≫  

事務局一任の意見 をいただきました 。選任の方法につい て、事務局 より提

案させていただい てよろしいか。  

≪委員より了承の 声あり≫  

（事務局）事務局 よ り提案させていた だきます。会長及 び 副会長 の選任につ  

いては選考委員に よる選考とし、そ の 方法等の一切を 選 考委員に委任する こ

とを提案させてい ただきます。  
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（司会）ただいま 事務局より選考委 員による選考の提 案が ありましたの で 、

選考委員による選 考といたします 。そ れでは、選考委 員の 選出について、事

務局より提案させ ていただいてよろ しいか。  

≪委員より異議の 声なし ≫  

それでは、事務局 より選考委員の推 薦を させていただ きます。  

（事務局）事 務局よ り 選考委員を推薦 いたします。選考委 員に、神戸小 学校  

区より自治会選出 の 委員、ＰＴＡ選 出 の委員、染河内小 学 校区 より自治会選

出の委員、ＰＴＡ 選出の委員、以上 4 名の方を推薦いた します。  

（司会）ただいま 事 務局 から 4 名の委員を選考委員に推 薦がありました。選

考委員は別室にて 会長、副会長 の選考 をお願いいたしま す。その間 。休憩と

いたします。  

≪休憩・再開≫           19 時 38 分休憩   19 時 52 分再開  

（司会）選考委員 に よる選考が終了し ましたので 会議を 再開いたします。会

長及び副会長の選 考について、選考 委 員を代表委員より 選考結果を報告 お 願

いします。  

（委員）選考委員 4 人で慎重に審議さ せていただいた結 果を 代表して報告 さ

せていただきます 。会長に神戸地区連合自治会会長  勝部久和委員、副会長に染河

内地区連合自治会会長  藤原憲男委員、同じく副会長に神戸小学校ＰＴＡ会長  多賀

聡司委員、同じく副会長に染河内小学校ＰＴＡ会長の畑尾正剛委員を選考したのでご

報告いたします。  

（司会）ただいま 選 考委員 を代表して 報告がありました 。報告のとおりに決

定させていただい てよろしいでしょ うか。  

≪委員拍手により 了承 ≫  

（司会）選考委員 の 報告に異議があり ませんので、選考 委 員 による選考のと

おり、会長に 勝部久 和委員、副会長に 藤 原憲男委員、多賀聡 司委員、畑尾正

剛委員が選任され ました。それ では、会長並びに副会長 は、それぞれ の席に

移動をお願いいた します。  

≪正副会長移動≫  

（司会）会 長が選任 されましたので 、協 議会規則第 6 条第 3 項の規定により、 

会長に会議の議長 をお願いいたしま す。それでは 、会長・副会長を代表して
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会長よりごあいさ つをいただき、続 いて議事進行をお 願いします 。  

（会長）規模適正 化 の実施により歴史 ある小学校が閉じ るというのは、非 常

に重いものがある が、地域の委員会 の 会長として 2 年間いろいろと討議い た

だくなか、適正化 の 実施も止むを得な いということ で、地 域の委員会で 規模

適 正 化 実 施 の 方 向 性 の 確 認 を い た だ き ま し た 。 先 ほ ど 選 考 委 員 の 選 考 に よ

り、学校規模適正 化 一宮南地区協議会 の会長として私を 選考いただいたこ と

もあり、会長をお 引 き受けさせていた だきたいと思いま す。協議会では校 章

や校歌、通学方法 な ど 子ども達を一番 に考えて 具体的な 事柄を決めていく こ

とになってくると 思いますが、皆さ ま の素晴らしい意見 をいただき、最良 の

ものを作っていき たいと思います 。よ ろしくお願いしま す。また 、会長が議

長を務めるという 事でこのあと進行 させていただきま す。  

（議長）この 協議会 の呼称については 、協議会規則 3 条１項に、協議会 は新

設校の校区ごとに 設ける ということ になっていますの で、この協議会の 名 称

は学校規模適正化 一宮南地区協議会 と称する ものとい たします。  

（議長）次に 、会議 規則第 6 条第 4 項で「協議会の 会議に 委員以外の者の出

席を求めてその意 見を聴くことがで きる」となってい る ことから、一宮市 民

局長、企画総務部 長の協議会への出 席を求めるものと いたします。  

（議長）規則第 6 条第 5 項により、会議は公開を原則 としていることか ら 、

傍聴を認めるもの といたします。ま た 協議内容によって は、規則に従い出 席

委員の 2/3 以上の賛同ある時は、公 開 しないことができ ることも 報告させ て

いただきます。そ れでは、 傍聴の待 機者がありました ら、ご入場くださ い 。

[事務局から傍聴待 機者 無しの報告 ]  

 

４．報告事項  

 それでは、報告 事項に移ります。  

 報告 第 1 号  宍 粟市学 校規模 適正 化地区 別協議 会規 則 等に ついて 事務 局

より説明をいたし ます。  

（事務局）事務局 よ り報告事項 の内容 説明の前に、委員 に つ いてご報告しま

す。  

本日の協議会委員 は 21 名でスター ト していますが、協 議会開催前の調整
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会において、就学 前 の保護者にも協議 会に入っていただ く ことで確認いた だ

いており、現 在、一 宮ひかり保育所 、一 宮南保育所の保護 者会に現在委員選

任の依頼をしてお り、次回以降、委 員が二人増えるこ とをご了解願いま す 。 

それでは協議会の 規則等について説 明させていただき ます。  

 

≪報告第 1 号≫宍粟市学校規模適正 化地区別協議会規 則及び専門部会設 置  

内規について  

協議会は協議会規 則 第 1 条に規定のとおり、新設される 学校の開設に必要

な個別課題を協議 し、社会の変化に 対 応した学校づくり に資することを目 的

としています 。第 2 条に協議事項を示 しています が 、校名・校章等から はじ

まり学校の開設に 必要な種々の協議 をいただくことと なります。委員の 任 期

は第 4 条の規定により就任の日から 、新設校の開校日の 前日までとしてい ま

す。また、委員が 欠 けた場合の補欠委 員の任期は前任者 の残任期間となり ま

す。第 5 条で協議会 に正副会長を置く としており、当地 区 協議会は先ほど選

任いただいたとお り、会長 1 名、副会 長 3 名でお願いします。会議に ついて

は第 6 条に委 員の 半数以 上の出 席で 成立す ること にな ります 。また 、第 5

項で会議は原則公 開することとして おり ますが、出席 委 員の 3 分の 2 以上の

賛 同 が あ る 場 合 に 限 っ て 非 公 開 と す る こ と も で き る と 定 め て い ま す 。 第 7

条 で は 必 要 に 応 じ て 協 議 会 に 専 門 部 会 を 置 く こ と が で き る こ と と し て い ま

す。なお、委員の 選 任については別表 の選任基準に基づ いて代表を選んで い

ただいています。  

 次に地区別協議 会 専門部会設置内 規について、今後の 協議事項で協議い た

だくことになりま すが 、第 3 条第 2 項で専門部会には部 会長、副部会長を 置

くこととし、ま た、部会長副部会長は 会長が指名するこ ととして います 。部

会長は学校長又は 教頭の職にある者 としており、学校に お願いをしたいと 考

えています。専門部 会の位置づけとし て は、協議会協議を いただくための 原

案づくりをお世話 になる予定として います。部会は、 総務部会、教務部 会 、

児童指導・保健体育 部会、庶務・経理部 会、図書部会、ＰＴ Ａ・地域部会の

6 つの部会で協議い ただく予定ですが 、正副会長会で必要 と 認める事項があ

れば新たな専門部 会の設置や、専門部 会の検討事項等を 変更して部会協議 を
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指示することもで きるとしています。次に、地区別協議会 正副会長会設置 内

規として、協議会の 運営に関する検討 事項、また専門部会 における協議や 調

整いただく事項等 についてあらかじ め協議いただいた り、その方針等も決 定

いただきながら協 議会に諮っていく というかたちで、協 議会の運営また提 案

内容の整理等、協議 会 の全般的な事項 について正副会長 会で協議いただい た

のち協議会で協議 を 進めていただく というかたちを予 定しています。以 上 、

報告第 1 号の説明とさせていただき ます。  

（議長）報告第 1 号 について事務局か ら説明いただきま したが、質問 、ご意

見ありましたら伺 いたいと思います 。ご質問等ござい ませんか。  

《委員から質問無 し 》  

（議長）質問が無 い ようですので、次 に 報告 第 2 号  一宮南中学校区におけ

る学校規模適正化 に係る状況報告に ついて事務局より 説明い たします。  

（事務局）それで は報告第 2 号の報告と内容説明をさ せていただきます 。  

 

 ≪報 告第 2 号≫ 一宮南 中学校 区に おける 学校規 模適 正化に 係る状 況報 告

について  

平成 21 年に宍粟 市 教育委員会として 、 市全体として少 子化を受けて市全

体の学校のあり方 を検討し、学校規 模 の適正化を図って いこう とする学校 規

模適正化推進計画 を策定しました 。そ の計画策定を受け 、 21 年 10 月から市

内全域で小学校区 ごとの説明会を開 催し ました。この 一宮南中学校区で は 、

21 年 11 月 19 日に神戸小学校区で、11 月 26 日に染河内小学校区で説明会を

開催さ せてい ただ きまし た。 そ の後 、 24 年 度から は神 戸、染 河内の 校区 が

一緒になって 、保護 者・地域住 民の代表 による 地域の委員 会を組織いただき、

24 年 7 月 11 日 の 第 1 回委員 会の開 催以降、 25 年 9 月 26 日までの間 、計 6

回の委員会を開催 いただきました。そ して、地域委員会 で の協議状況、委員・

保護者からの意見 に対する宍粟市の 考え方等を掲載し た、地域の委員会 だ よ

りを発行し、保護者・地域の皆さんへお 知らせ をさせてい ただ きました 。そ

して、 25 年 9 月 26 日の第 6 回委員会の中で、地域とし ての方向性として、

学校規模適正化の 実施の時期はでき る だけ早い時期と し、実施場所は神 戸 小

学校の場所という ことで方向性の決 定をいただきまし た。この方向性の 決 定
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のことにつきまし ても、 25 年 10 月 15 日の地域の委員会 だよりの発行を通

じて、 地域 ･保 護 者 の皆さ まへ、 地域 の委員 会だ よ りの 配布と いう形 で説 明

をさせていただい たとところです。  

地域の委員会の決 定のなかで、地区 協 議会の設置前に、保 護者や地域の皆

さまへ十分な説明 を行うことという 意見が付されてお り、委員会での決 定 以

降、両小学校区に お いて 意見交換会等 を開催させていた だきました。地域 の

皆さんへの説明に ついて、神戸小学 校 区 では 25 年 12 月 6 日、染河内小学校

区でも、自治会懇 談 会、ふれあいミー テ ィングを通じて 同 時期に 説明をさせ

ていただきました 。  

小学校保護者との 意見交換会は、神 戸小 学校区の保護 者とは 26 年 12 月

17 日、 就学前 保護 者を含 めて意 見交 換会 を 開催し まし た。染 河内小 学校 区

の保護者とは、 25 年 12 月 16 日から就学前保護者を含 めて複数回の意見 交

換会、染河内小 学 校 ＰＴＡによる意識 調査や、アンケー ト を実施していただ

くなか、協議会設 置、参加に向けて の方向性を固めて いただいた ことか ら 、

27 年 1 月 19 日には協議会設置に向け 、両校区の地域・保護 者代表による調

整会を 開催い ただ き、 本 日の第 1 回 協議会 の開催 とい う運び になっ てい ま

す。以上です。  

（議長）報 告第 1 号、報告第 2 号につい て事務局から説明 いただきましたが、

報告事項について 、何か、ご質問、 ご意見等ございま せんか。  

（委員）小学校跡地 について、幼稚園に ついて など、例えば 、染河内幼稚園

は今後どうしてい くのか、どこ で話を 進めていくことに なるのか 。ま た、跡

地利用について市 の担当部署はまち づくり 推進の課と なるのか等、教え て い

ただきたい。  

（議長）事務局、 説明お願いします 。  

（企画総務部長 ）学 校跡地につ いては 、閉校後、教育 部行政 財産から 企画総

務部普通財産に移 管され、学校の鍵 も 企画総務部での保 管となります。市 の

方針として、跡地の 利用は、まず 公共施 設として利用する 場合、次に地 域の

皆さんで利用する 場合、そしてそれ ら が両方とも無かっ た場合は民間等そ の

他の方法での利用 となり、 3 段階で検 討していく方針と しており、そ の部分

については、地域 の 皆さんと協議のう え、その方向性を 定 めていきたいと考
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えています。  

（委員）その 考え方 については市長か ら聞いたことはあ るが、つまり 、その

話 は 学 校 規 模 適 正 化 協 議 会 で は 行 わ な い と い う こ と で 理 解 す れ ば 良 い で す

か。また 、跡地利用 について主導いた だく担当部署はど こになりますか 。企

画総務部でしょう か。  

（企画総務部長）学 校跡地利用につい ての協議は、学校 規 模適正化協議会で

なく、別の機 会にお いて協議をいただ くようになると思 います。また 、学校

跡地は、管理 上、普 通財産と して区分 され企画総務部の 管理となり、市の内

部では学校跡地の 検討委員会の組織 も持って いること もあ り、そのこと も 含

めて調整協議させ ていただきたいと 思います。  

（委員）跡地利用 に ついては、市から 地 域にアクションが あると理解すれば

良いですか。  

（企画総務部長） そのようにさせて いただきたいと思 います。  

（委員）よろしく お願いします。  

（議長）幼稚園に ついては、事務局 から説明あります か。  

（事務局）幼 稚園に ついては、今 までの 保護者との意見交 換 時にも、意 見を

いただいており、幼 稚園保護者 、場合 に よっては地域の代 表の方も出席いた

だくなかで、地区 協 議会とは別の 場を もうけ 、早急に協 議 を進め させていた

だきたいと思って います。  

（委員）それ では、一宮南地区協議会 においては、神戸幼 稚園と染河内幼稚

園の統合等の話は しないと理解して よいか。  

（事務局）事務局 で はそのように考え て います。一宮南 地 区での幼保一元化

検討委員会も継続 して協議を進める ということも含め 、その調整等 がある か

と思いますので、幼 稚園については別 の場で協議をさせ ていただきたいと 考

えています。  

（委員 ） 26 年 度末 までの 教育委 員会 事務局 と染河 内小 学校Ｐ ＴＡ に おけ る

学校規模適正化協 議会についての説 明会や協議のなか で、幼稚園につい て は

一宮南地区の学校 規模適正化実施時 には、このままの 幼 稚園のかたち で残 さ

ない予定でいるこ とで、ＰＴＡと教 育 委員会事務局とも に同じ考えを共有 し

ていることを確認 しつつ、学校規模 適 正化協議会設置に 向けた調 整も進め て
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きたと思っている 。よって、協議会 で幼稚園の話はし ないということで は 、

この協議会での協 議は進められない と思 います。幼稚 園保護者において も 、

将来の染河内幼稚 園のあり方を前提 として、この協議 会 に参加することで 意

見をまとめられて きた経緯がある。  

染 河 内 幼 稚 園 だ け 残 さ れ て 一 宮 南 地 区 の 学 校 規 模 適 正 化 が 行 わ れ る と い

うのは困るし 、将来 の 幼保一元化のこ と もあるので 、幼稚 園としても、しば

らくの形というこ とになるかもしれ ないが、幼稚園も １ つとなるという前 提

で幼小ＰＴＡ組織 全体として地区別 協議会への参加の 話をまとめてきた 。染

河内の幼小ＰＴＡ としては、この協 議 会で幼稚園のこと を全然協議しない と

いうのは、話が違 うということにな ってくる。  

（議長）地域の実情 もわかることでは ありますが、幼保一 元化地域の委員会

会長もさせていた だいており、こ の協 議会の場でお伝え させていただ きた い

と思いま す。 第 1 回の幼保 一元 化地 域の委員 会の 開催 から長ら く会 議が 無

く、年度終わり にお いてようやく第 2 回幼保一元化地域 の委員会が開催さ れ

たところであり、そ の委員会において も、神戸、染河 内の 幼稚園のあり方に

ついて、委員から意 見も出るなかで、幼 稚園について早急 に話を 進めましょ

うということで、 第 2 回委員会は終わった。  

この一宮南地区学 校規模適正化協議 会においても、全く 幼稚園の話はしな

いという事でなく、幼稚園のあり方に ついても意見もい ただきながら、幼稚

園のことについて は別に早急に幼稚 園のあり方を協議 する会を設け、具体 的

な 話 を 進 め て い く と 理 解 し て い た だ け れ ば い い の で な い か と 思 い ま す が ど

うでしょうか。  

（事務局）この協 議 会においても一宮 南地区の幼稚園の あり方についての 意

見もいただきなが ら、協議会協議を 進 めていただければ と思います。幼稚 園

が そ の ま ま 残 る の は 困 る と い う 幼 稚 園 保 護 者 か ら の 意 見 は 多 く い た だ い て

おり、事務局とし て もそのまま残るの は好ましいことで はないと理解して い

ますので、前向き な形で協議に参加 いただければと思 います。  

（委員）幼稚園と し てのあり方として は、小学校が規模 適 正化で統合する時

には、染河内幼稚 園 、神戸幼稚園 も同 じ く 一緒になるとい う ことを前提とし

て協議会協議を進 めていくというこ とでないと、協議 会 がスタートする位 置
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が異なってくるこ とになる。なんと か 、昨年度末までの 教 育委員会事務局と

の調整においての 確認事項の上に立 って 、この一宮南 地 区別協議会の協議 を

進めていただきた いと思います  

（事務局）この協 議 会 としては、小学 校 の学校規模適正化 のことを協議いた

だきたく会である が、幼稚園 保護者 代 表の 委員にも参加 いただいており、協

議 の な か で 幼 稚 園 の 将 来 に つ い て ご 意 見 を い た だ く こ と も あ る か と は 思 い

ますが、幼稚園の 統 合等の具体的なこ とについては、別 の テーブルを設け協

議いただきたいと 思っています。ま た 、幼保一元化の地 域 の委員会でも継続

して委員会として 協議いただくが、幼 稚園の統合等の具 体についての話し と

なると、別のテー ブ ルで協議いただく ことになると思い ます。幼稚園の具 体

についてご意見は いただきながらも 、この学校規模適正 化一宮南地区協議 会

では小学校の規模 適正化について協 議いただき、幼稚 園 については 別のテ ー

ブルでご意見をい ただきたいと考え てい ます。  

（議長）しかし、例 えば、幼保一元化の 委員会 においては、幼保一元化だけ

に焦点化して議論 するわけにはいか ないだろう し、神 戸 と染河内の幼稚園 の

将来のことや、保 育 所等の存在も踏ま えながら、幼保一 元 化について 地域の

委員会としての協 議を進めていく必 要があるのではな いでしょうか。  

（事務局）そ のとお りですが あくまで 幼保一元化につい ては、幼児教 育・保

育も含めたこども 園のあり方につい て、協議を進めて い ただきたいと思い ま

す。統合等も含め た 幼稚園だけの具体 的な検討について は別のテーブルで 協

議をお願いしたい という意味で申し 上げたところです 。  

（委員）小学校の 規 模適正化実施時に は 、幼稚園を今の ま ま置いておくので

なく、適正 化実施時 には、幼稚 園も 一緒 になるこというこ とを前提としつつ、

協議会協議を進め る ということで、協 議会参加の意思を ＰＴＡとして固め た

経緯もある。幼稚園 のことは別 の場で 協議するというの は、昨年度 、教育委

員会事務局と幼稚 園の統合のことも 前 提としながら、学 校規模適正化協議 会

の設置や幼小ＰＴ Ａの協議会参加の 調整を進めてきた のに、話が違うの で は

ないか。  

（議長）幼保 一元化 について、そ の協議 をもっと早めても らえれば、そ の課

題は解決するのだ が・・・。  
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（委員）幼保一元 化の協議が長くか かり幼保一元化実 施がたとえ 遅れて も 、

幼稚園だけでも先 に統合して、そし て 、幼保一元化につ い ても引き続き考え

ていくということ を、幼保一元化の 地 域の委員会での協 議でも出た意見だ と

思う。それを前 提 と して学校規模適正 化一宮南地区協議 会の協議を進めて も

らいたいと思いま す。  

（事務局）幼保一 元 化地域の委員会で 、先ほど 委員が言わ れるような意見 も

で て く る な か で 協 議 が 進 ん で い る こ と は 事 務 局 と し て も 確 認 し て い る 。 ま

た、小学校規模適 正 化実施時にあわせ 幼稚園も一緒にな りたいという地域 全

体としての思いが あり、思いとして は 事務局としても同 じである。学校規 模

適正化協議会のな かで、神戸幼稚園 、染河内幼稚園が一 緒になることにつ い

て意見を出してい ただきながら、幼 稚 園についても協議 を進めていただき た

いと思う。た だ、別 のテーブルで話を するというのは 、こ の協議会で全く幼

稚園の話はしない ということでは無 いことを理解いた だきたい。  

（委員）幼保一元 化 実施については、そ の目標とする年度 が決まっていたと

も思うが、最近の 市 議会における答弁 では、幼保一元化 の 実施済み状況から

考えて期限は先送 りするような新聞 記事も掲載されて いた。学校規模適 正 化

の具体的な協議を 進めていくには、幼 稚園についても、幼 保一元化の協議は

あるとしても区域 内の幼稚園は先に 一緒 になりつつ、幼 保一元化の協議も 並

行して進めていき ましょうというこ とでないと、学校 規 模適正化の協議も 進

んでいかないので はないかと思いま す。  

幼保一元化実施の 目標年度は変更さ れたと思うが、い かがで したか。  

（事務局）平成 21 年度に幼保一元化 について、 10 年間 の実施計画策定後、

計画通りにこの 1 0 年間で幼保一元化 実施が進んでいな いという状況があ る

なか、計画期間の 延 長もあるという答 弁をさせていただ き、それが新聞に も

掲載された。  

（委員）染河内の 地 域 やＰＴＡとして は、小学校と幼稚 園 については同じ時

に１つになるとし て、この協議会協 議 が 進められていく と思っており、教 育

委員会も同じ考え であると理解して よい でしょうか。  

（事務局）教育委 員 会としても、ＰＴ Ａ や地域の幼稚園が １つになる時期に

ついての意見をお 聞きし、そのよう に進めたいと思っ ています。  
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（委員）幼稚園を １ つに する時期につ いては、以前から 事 務局との協議でも

討議しそれを前提 としており、今日 の 会議で初めて 地域 やＰＴＡから 伝え た

のでないことを理 解いただきたい。  

（委員）ＰＴＡと して、学校規模適 正化の地域の委員 会の確認事項 とし て 、

実施場所が神戸小 学校 となることも 理解しているし、そ れを踏まえ、学校 規

模適正化の実施と 合わせ、染河内幼 稚 園が 神戸幼稚園と 一緒となり、神戸 幼

稚 園 舎 で １ つ の 幼 稚 園 と な る と い う こ と で 染 河 内 の 幼 少 Ｐ Ｔ Ａ 内 で も 承 認

を得てきた。幼稚 園 の統合時期が決ま ってい ないとなる と、学校規模適正 化

の協議が始まらな いと思う 。今後の 協 議で、小学校規模 適 正化の実施時期に

ついての協議にな ると思うが、幼稚 園 が １つになる時期 に触れることが無 し

と な る と 、 結 果 と し て 小 学 校 に 実 施 時 期 も 延 期 す る と い う こ と に な ら な い

か、危惧する。  

（委員）事務局説 明 では、学校規模適 正 化協議会 において 幼稚園の統合に関

する地域や保護者 の意見は聞くとと もに 、それは理解 は しながらも、行政 の

立場として、この 協 議会 は幼稚園の統 合に関する 協議と して は場が違うと い

う説明であるが、染 河内の地域や保護 者としては、幼稚 園 が一緒にな ること

について確約が無 いと協議が進めら れないとうことで 、この討議が行き詰 っ

ている状態にある 。なんとか、教育委 員 会から幼稚園も一 緒の行動が取れる

ようにしますと言 えないものなのか 、制度上、言え ないの か。それを明 らか

にしてもらうと協 議が進むと思うの で、よろしくお願 いします。  

（教育長）ご意見 い ただきありがとう ございます。本日 は 一宮南地区の 学校

規模適正化を進め る会である事は理 解いただいている と思いますが、市 の 方

針 と し て も 学 校 規 模 適 正 化 と 同 時 に 幼 保 の 一 元 化 の 協 議 も 進 め て い た だ き

たいと地域との協 議を始めたところ です。た だ、幼保 一 元化の進行具合が 遅

れている現状のな か、小学校の適正 化 実施時に、染河内 に 幼稚園だけを存し

ていくことはでき ないので、学校規 模 適正化の実施にあ わせ て幼保一元化 の

協議も進めていき ますが、幼保一元 化 の実施が学校規模 適正化の実施期と 合

わない時は、幼稚 園 だけを染河内に残 すということはし ない 、ということ で

協議会協議を進め ていただきたいと 思います。  

（議長）教育 長から 説明いただきあり がとうございます 。また、早急に 幼保
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一元化の地域の委 員会協議を進めて いただきたいと思 います。出席委員 の 皆

さん、今の教育長 からの説明で理解 いただけましたで しょうか。  

《出席委員から異 議の声無し》  

（議長）それでは 報告第 1 号、報告第 2 号の説明は終わります。  

 

５．協議事項  

 続いて、報告事 項に移ります。  

 ・学校規模適正 化の実施時期等に ついて事務局より 説明をいたします 。  

（事務局）資料 と し て、平成 25 年 10 月 7 日の一宮南中学校区学校規模適 正

化・幼保一元化に 係 る地域の委員会の 協議結果報告書の 写しをつけさせて い

ただいています。結 果報告書では、平 成 25 年 9 月 26 日開催の第 6 回地域の

委員会のなかで、学 校規模適正化の実 施時期については できるだけ早い時 期

の実施、実施場所 に ついては神戸小学 校の場所、という 事 でその方向性や目

標というものを設 定いただきました 。そして、適正化の 実 施に向けては両校

区の状況や課題等 もお互いに理解し あいながら 、子ど も たちの教育環境を 第

一に考えて規模適 正化に取り 組んで いく という決定で ありました。本日 の 第

1 回協議会の協議項 目として、実施時期 等についてとして 項目を挙げさせて

いただいているが 、それぞれの地域に おける課題等につ いて解決に向けて の

意見交換をいただ きながら、実施時 期 についてご議論を お願いしたいと思 っ

ています。以上で 、協議項目の説明 は終わ ります。  

（議長）協議事項に ついて、事務局説明 は終わりました。こ れについて、委

員の皆さまから何 かご意見あります か。地域の委員会 の 協議結果書につい て

は 、 幼 保 一 元 化 に つ い て は そ の 協 議 等 に お い て ま た 確 認 さ せ て い た だ き ま

す。  

（議長）本日の事 務局からの説明 を 確認すると、本日 は、 報告事項 2 件と 、

協議事項 1 件として学校規模適正化 の実施時期は、今 後 の協議を通して両 地

区の理解を深め決 定していくといこ とを確認した 、と い うことで理解して よ

ろしいか。  

（事務局）よろし いです。  

（議長）委員から 、確認や質問事項 はありませんか。  
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（委員）協議 会だよ りの発行は、幼稚園 保護者、保育 所保護 者に直接届くよ

うな形で発行をお 願いしたいと思い ますが、いかがで しょうか。  

（議長）協議会だ よ りは、保護者だけ で なく自治会を通じ て全世帯への配布

となっていますね 。  

（委員）協議会だ よ りは自治会通じて 全世帯配布ですが 、学校や園所の保護

者が、直接 、便りを 受け取れるように お願いしたい 。保護 者レベルでは自治

会定例会等の出席 者も少なく、また 、広報等と一緒に世 帯配布はあるので す

が、便りに保護者 が 目を通すこと無く 過ぎてしまい、肝 心 の情報が保護者へ

伝わっていなかっ たという話をよく 聞いたので、世帯 配 布と合わせて、保 護

者への配布もお願 いしたいと思いま す。  

（議長）事務局で 対応よろしくお願 いします。  

（事務局）幼 稚園や 小学校には、園児、児童による持ち帰 りによる保護者へ

の配布を予定して いますが 、保育所 に ついては他町、他 地 区からの保育所利

用保護者の方もお られ、保育所を通 じ て保育所保護者へ 配布というのも確 約

できず、保育所保 護 者へは、自治会の 世 帯配布を通じてと 思っていますがい

かがでしょうか。  

（委員）学校規模 適 正化についてはそ うだとしても、幼 保 一元化について今

後の便りの配布は 、保育所保護者へ はどうされ るので しょうか。  

（事務局）今まで は 学校規模適正化と 幼保一元化の委員 会ということであ っ

たため、幼保一元 化 だけについての取 り組み状況をお知 らせする便りの作 成

は行ってはいませ ん。ただ今後、幼 保 一元化に関しての 便りの配布方法 に つ

いては、事務局で も考えさせていた だきたいと思って います。  

（委員）でき るだけ 、多くの保護 者に知 っていただきたい ので、配布に つい

て検討をお願いし たいと思います。  

（委員）地域 の委員 会の決定後、協議会 の設置へという流 れのなかで、若干

つまづいた感じも する。それは、保 護 者への情報の周知 が十分に行き届か な

かったということ も要因であるとも 思う。各委員から 便 りの配布や情報周 知

方法について、お 願 いや検討の意見が 出されているのも そこから来ている と

思うので、自治会 と して、学校として そ の情報周知に頑張 っていただきたい

とも思うし、事務 局 としても規模適正 化や幼保一元化の 情報が丁寧に良く わ
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かるように、一番 の 当事者に良く伝わ るように何とか方 法を講じていただ き

たいと思います。  

（議長）ありがと うございます。他 にご質問ありませ んか。  

（委員）規模適正 化 の実施時期の目途 を教えていただく ことはできるので し

ょうか。  

（事務局）今後の 協議によるものと 思います。  

（委員）協議会の 協 議事項は事前に教 えてもらわないと 、ＰＴＡとしても組

織内で全員に協議 事項を知らせて、Ｐ ＴＡとして協議事 項について判断し て

から、協議会に出 席 すると思っており 、協議会で議案とし て出されその場で

協議決定するとい うような、段取り では思っていませ ん。  

（教育長）協議会 は 、各組織から代表 と して 委員として出 席いただ いたうえ

での協議をお願い して おり、一回一 回 、各組織で持ち帰 っ て検討するという

ことでは協議会が 成り立たなくなる ので、事前に正副 会 長会等を通じて協 議

内容を調整するこ とでもあり、その 機 会を通じて、協議 内 容も事前にお知ら

せすることもでき ると思います。  

（委員）ＰＴ Ａ内で 意見をまとめ上げ るのにも時間がか かると思う。 2 ヶ月

か 3 ヶ月かは事前に時間をいただき たい。それぐらい な いと意見の集約が で

きないと思います 。  

（議長） 2 ヶ月も 3 ヶ月も組織内の意 見調整に係るのは 、どうかと思います

がどうでしょうか 。  

（委員）前も って協 議事項も教えてい ただかないと 、 1 日や 2 日かで意見集

約ができるもので もないということ です。  

（委員）協議事項 を 事前に地区や組織 へ持ち帰って、そ の 判断を決めてしま

ったうえで、組織 や 地区から選ばれた 委員 が出席すると なると、各委員が 協

議 会 で 意 見 を 出 し 合 っ て 協 議 を 進 め て い く と い う こ と は 不 要 と な っ て し ま

わないでしょうか 。  

（委員）組織内意 見 は意見として集約 した上で、協議会 で は協議会委員とし

て出席することも 理解しており、組 織 内の意見も踏まえ 協議検討させてい た

だく予定でいます 。  

（議長）ある程度 の ことは組織内での 意見集約も必要で しょうが、決定は 協
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議会で行っていく ということは理解 を願いたいと思い ます。  

（委員）その ことは 理解しています 。た だ、協議事項 として もＰＴＡ会員に

周知し集約してか ら協議会に出席し たいと思っていま す  

（議長）小学校ＰＴ Ａ 代表の委員とし て、現ＰＴＡ会長、ＰＴＡ副会長、Ｐ

ＴＡ前会長に 、協議 会委員として 入っ ていただいている のも、ある程 度、意

見集約して責任も って協議会に出席 して 、協議会で 決 定 していくためのも の

だと思うので、そ の あたりも理解した うえで協議会に出 席いただきたいと 思

いますので、ご協 力をお願いしたい と思います。  

（議長）合併、統合 等は、いろいろと難 しいこともありま すが、万止むを得

ずというひとつの 流れの中で、委員 会 では 規模適正化の 方向性も決定して き

ました。協議 会協 議 では忘れているこ とはな いか、確認事 項は無いか等 、重々

考えながら、この 協 議会でまとめてい きたいし、それが 委 員として 責任では

ないかと思ってい ますので、よろし くお願いします。  

（議長）他に質問 ありませんか。  

（委員）染河内 幼 稚 園が学校規模適正 化の実施と合わせ て幼稚園が 一緒に な

るという話自体も 今まで知らなかっ た し、神戸、染河 内 の幼稚園の保護者 の

連携も取れていな かったと感じてい ます。今後は神戸 、染河内の幼稚園で 連

携が取れるように 、この協議会とは別 で調整を進めてよ いものか、幼稚園 と

して幼保一元化の ことは別としても 、幼 稚園が一緒にな ることについて、幼

稚園保護者を集め て検討を進めてい いものか、そして 、この協議会で幼稚 園

として要望を出す というようなこと をして もいいもの か。また 、神戸、染 河

内幼稚園がうまく 一緒になるように しなければとも思 いますが、この協 議 会

でそれらの連携、調 整のことなども含 め、初めて幼稚園 が 一緒になることを

聞いたことでもあ り、解りかねるこ とがあります。  

（事務局）神 戸、染 河内の 幼稚園にお いて、それら のこと を可能とするため、

両校区の幼稚園保 護者、保育所保護 者 、就学前の保護者 の 皆さま等と別の場

も設け、話し合い も 行わ せていただけ ればとして、本日 の 協議会の報告事項

の中で、別 のテーブ ルを設けるという 表現で説明もさせ ていただいた 。今後 、

早急にその場の設 定をさせていただ きたいと思ってい ます。  

（議長）それでよ ろしいですか。（ はい）  
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６．その他  

（議長）その他と して、事務局から ありますか。  

（事務局）次回協 議 会の開催について は、正副会長会を 開 催し 協議させてい

ただいたうえで、 後日ご案内させて いただ きたいと思 います。  

（議長）次回の協 議 会開催は改めて連 絡させていただく ということで、よ ろ

しくお願いします 。  

 

７．閉会  

（副会長）長時間 にわたって大切な 協議をいただきあ りがとうございま す 。

幼保一元化、学校規 模適正化の取り組 みについて は 、見方 によっては、その

課題とするところ は町村合併にも匹 敵する ものだとも 思います。それだ け 難

しいというのが実 感であり ます。また 、教育、学校のこと については、今ま

ではある意味では 聖域という考えや 風潮も 何がしかあ りました 。学校は 児 童

一人一人のことが やはり主眼ではあ りますが、今 の時代 は、地域の問 題、過

疎のことなども含 め、学校のこと地 域のことが合体し た状態で課題があ り 、

こ の 協 議 会 で も 委 員 と し て も 意 見 を 言 わ ざ る を え な い と い う 状 況 に な っ て

います。教育委員 会 事務局としてもそ のことご理解いた だき、幅広良い意 見

を取り入れていた だきたい。また、市 長部局へ もいろん なことを進言いた だ

き、円滑に進 むよう にお願いしたとこ ろで す。委員 の皆さ まには、次回 にお

いても貴重な意見 をいただきたいと 思います 。本日は ど うもありがとうご ざ

いました。  

21 時 50 分閉会  
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 ・勝木委員（染河内小学校保護者代表）・金持委員（染河内小学校保護者代表） 
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